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㊨
議
案
第
　
四
　
号

特
別
織
の
職
員
で
常
勤
の
も
の
の
給
与
及
び
旅
資
に
閲
す
る
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

次
の
と
お
｡
特
別
職
の
嘘
鼻
で
常
勤
の
も
の
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
-
を
改
正
す
み
こ
と

に
つ
い
て
･
地
方
自
治
法
(
確
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
窮
九
十
六
条
竺
項
の
規
定
に
よ
り
'
本

議
会
の
議
決
を
求
め
る
｡

暗
和
犬
十
年
一
月
三
十
日

三

　

朝

　

町

　

長

牧

　

　

村

　

東

　

商

　

　

成

儲
和
犬
空
電
月
歩
詮
日
　
原
奪
可
決三

朝
町
親
合
級
長
■
名
鹿
奥
歯
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三
朝
町
条
例
第

事

　

　

一

g

早

特
別
蛾
の
撤
兵
で
常
勤
の
も
の
の
給
与
及
び
凍
費
に
関
す
る
条
例
の
1
　
部
を

改
正
す
る
条
例

特
別
織
の
峨
鼻
で
常
功
の
も
の
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
(
暗
和
四
十
五
年
三
朝
町
条
例
第
五
号
)

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

｡

.

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

/

附
則
簾
三
項
を
削
F
r
t
　
第
四
項
を
第
三
項
と
す
る
｡

別
表
第
｣
　
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

別
表
第
一
(
第
三
粂
関
係
)

助

入
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二

　

二

〃

[

･
附
　
則

-
(
施
行
期
日
等
)

′
　
こ
の
条
例
は
'
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡
た
だ
し
､
改
正
後
の
特
別
職
の
峨
負
で
常
勤
の
も
の
の
給

与
及
び
凍
膏
に
関
す
る
条
例
(
以
下
丁
改
正
後
の
粂
併
｣
と
い
う
｡
)
別
表
第
1
　
(
r
#
三
条
関
係
)
　
の
規

定
は
､
略
称
五
十
九
年
四
月
1
　
日
か
ら
適
用
す
る
｡

(
給
与
の
内
払
)

.
q
　
改
正
前
の
特
別
轍
の
鶴
見
で
常
勤
の
も
の
の
給
与
凌
び
旅
膏
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
'
昭

和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
の
前
日
宮
で
の
間
に
'
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も

の
に
支
払
わ
､
れ
た
給
与
は
､
1
改
正
後
の
条
例
ノ
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
.
す
｡


